
平成１５年３月１４日判決言渡  同日原本領収　裁判所書記官
平成１４年(ハ)第１４０２１号　損害賠償請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年２月２８日
主　　　　　　　文
  １　被告は，原告に対し，金２５万６５４３円を支払え。
  ２　原告のその余の請求を棄却する。
　３　訴訟費用は，これを１０分し，その４を原告の，その余を被告の負担とす
る。
  ４  この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　　　　　事実及び理由　　　　　　　　　　　　　　第１　
請    　求
  　　被告は，原告に対し，金３９万４２１０円を支払え。
第２　事案の概要
      本件は，原告が，交通事故に基づく損害賠償として，被害車両の修理中にお
けるタクシー代，レンタカー代並びに評価損等を求めた事案である。
　１　請求の原因
　　　原告は，下記交通事故（以下「本件交通事故」という）により，次の損害を
こうむった。
　　　　ア　車両修理中におけるタクシー代　　　金２万８６００円
　　　　イ　同　　　　　　　レンタカー代　　金１５万９８１０円
　　　　ウ　車両評価損　　　　　　　　　　　金２０万００００円
　　　　エ　事故証明手数料　　　　　　　　　　　　　金８００円
　　　　オ　通信費　　　　　　　　　　　　　　　　金５０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金３９万４２１０円
　　（交通事故の概要）
　　　①　事故発生の日時　平成１１年１１月１８日午後６時頃
　　　②　事故発生の場所　岩手県胆沢郡ａ町ｂ　Ａ店駐車場
③　加害車両　被告運転の普通乗用自動車
④　被害車両　原告所有普通乗用自動車
⑤　事故態様　駐車場において駐車中の原告車両に被告車両が衝突　
　２　争点
　　　被告は，代替の交通手段として代車を提供したにもかかわらず原告はこれを
拒否したものであり，タクシー代，レンタカー代は損害として認めるべきではない
として争っている。また，本件交通事故から３年近く経過した訴訟提起についても
争う意向を示している。
　　　したがって，本件の争点は，①本件損害賠償請求権は時効により消滅してい
るか，②タクシー代等を損害として認めるべきか，③相当と認められる評価損の額
等である。
第３　争点に対する判断
  １　争点①について
　　　本件損害賠償請求は民法７０９条の不法行為に基づくものであり，その消滅
時効は「被害者…が損害及び加害者を知りたる時より３年間」と定められている
（民法７２４条）。本件請求並びに訴え提起は本件交通事故から３年以内になされ
たことは明らかであるから，被告の主張はそれ自体失当である。
　２　争点②について
　　　証拠によれば，原告は，本件事故当時いわゆるマイカー通勤をしていたこ
と，住居から勤務先までの通勤距離が約１５キロメートルであったこと，代替の公
共交通機関としてはバスと鉄道を乗り継ぐ方法があるが，住居・バス停間の距離は
約１キロメートルあり，そのバス停から最寄りの鉄道駅までの所要時間は約２０分
であったこと，それぞれの１日の運行本数も極めて少なかったこと（鉄道について
は１時間に１本程度），また，買物は郊外のスーパーマーケットを利用しており，
車を使用せざるを得なかった事実などがそれぞれ認められる。
　　　一方，被告が主張する代車提供の事実，また，その提供した代車が相当なも
のであったか否かについては，これを認めるに足りる証拠はない。そうすると，原
告が車の修理に要した期間（２３日間）タクシーやレンタカーを使用したことは相
当であり，これを使用したことにより出費した金銭を損害として認めることができ
る。なお，原告は，勤務先から通勤費等として月に１万３０００円（内訳　通勤費
１万円，駐車場代３０００円）の支給を受けているので，タクシー等利用代金合計



１８万８４１０円から２３日分の通勤費相当額７６６７円（１万円×２３日／３０
日）を差し引いた１８万０７４３円が損害となる。
　３　争点③について
　　　本件事故によって，原告車両の修理に２４万円の費用を要していること，事
故後の平成１４年に，原告は事故車両を３０万円の下取りに出して新たな車を購入
していること，事故車両は平成１０年に新車を購入したものであり，その購入代金
は１８０万円であったことなど（原告本人）を考慮すると，本件事故による評価損
は７万円程度と認めるのが相当である。
  ４　その他の損害について
      被告は，事項証明手数料８００円並びに通信費５０００円については争うこ
とを明らかにしないので，これを認めたものとみなされる。
　５　結論
      以上によると，原告の損害は，合計金２５万６５４３円となる。よって，主
文のとおり判決する。
　　　　　東京簡易裁判所民事第１室
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